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◆第２次補正予算が成立 

「平成 20 年度厚生労働省第２次補正予算」が案の通り成立

しました。その主な内容は以下のものです。 

（１）雇用状況改善のための緊急対策の推進（4,048 億円）  

（２）介護従事者の処遇改善と人材確保等（1,680 億円）  

（３）出産・子育て支援の拡充（2,400 億円）  

（４）障害者支援の拡充（869 億円）  

（５）医療・年金対策の推進（1,324 億円）  

（６）各種施策の推進（86 億円）   

ここでは、第２次補正予算の成立に伴い新設・改正された

主な助成金についてご紹介します。なお、第２次補正予算の

詳しい内容につきましては、厚生労働省ホームページ

（ http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/08hosei/dl/02inde

x01.pdf）をご参照ください。 

◆「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」の新設 

６カ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた

業務に派遣労働者を無期または６カ月以上の有期（「更新有」

の場合に限定）で直接雇い入れる場合で、労働者派遣の期

間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合に、奨

励金が支給されます。 

支給額は、期間の定めのない労働契約の場合は最大で

100万円（大企業は50万円）、６カ月以上の期間の定めのある

労働契約の場合は最大で 50 万円（大企業は 25 万円）です。

なお、この助成金は、平成21年２月６日から平成24年３月 31

日までと期間が限定されています。 

◆「若年者等正規雇用化特別奨励金」の新設 

年長フリーター（25 歳以上 40 歳未満）および 30 代後半の

不安定就労者、または採用内定を取り消されて就職先が未決

定の学生等を正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続

き正規雇用している場合に、最大で100万円（大企業は50万

円）の奨励金が支給されることとなっています。なお、ここでい

う「正規雇用」とは、雇用期間の定めのない雇用であって、１週

間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契を 
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締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合を指し

ます。 

◆その他の改正点 

その他、「雇用調整助成金」、「中小企業緊急雇用安定助

成金」、「特定求職者雇用開発助成金」などについても、受給

要件の緩和、支給額の拡充などが実施されています。 

 

◆自治体が講じた雇用対策の効果は？ 

全日本自治団体労働組合（自治労）の調査により、緊急の

雇用対策として全国 149 の自治体が、解雇されたり雇止めに

あったりした非正社員など計約8,500人の採用を実施している

ことが明らかになりました。これらは、臨時職員としての採用や

正規職員としての前倒しでの採用が中心となっています。 

しかしながら、これらの緊急雇用対策が必ずしもうまく機能し

ていないようです。当初は応募者が殺到するものと考えて整

理券を用意するなどした自治体もあったようですが、募集人員

に対して応募人数が少ないところが多く、実際には雇用拡大

に繋がっていないところもあるようです。 

例えば、さいたま市（埼玉県）では 100 名の募集に対し応募

者は 11 名、採用者数は２名（今年１月末時点）となっていま

す。 

◆臨時職員が中心で雇用期間も短い 

自治体による緊急雇用対策がうまく機能していない原因として、

主に臨時での雇用が中心であること、雇用期間が数カ月程度

と短期間のものが多いことが挙げられています。非正社員で 

 

第２次補正予算成立により各種助成金が新設・改正 

自治体・政府による緊急雇用対策の効果は？ 



 

契約を打ち切られた人は、臨時雇いではなく、長期での安定 

した雇用を望む傾向にあるため、求職者の希望と求人内容に

ギャップが生じています。「臨時職員は、結局は派遣と同じだ」

との声も上がっており、また、賃金や仕事内容の面でも不満を

漏らす人もいるようで、今後このギャップをどう考えていくかが

ポイントとなってきそうです。 

◆失業者を認可保育所で採用へ 

国もいろいろと対策を講じています。厚生労働省では、今

後の雇用対策の１つとして、全国の認可保育所において、失

業した人を職員として採用する制度の検討を開始したそうで

す。まったく保育経験のない者の一時的な雇用を想定すると

ともに、保育士養成のための専門学校などに通うための支援

も行うとしています。果たして雇用対策としてうまく機能していく

でしょうか。雇用情勢の悪化により、昨年 12 月の失業手当の

受給者数は58万 5,619人（前年同月比9.5％増）となり、2002

年２月以来の増加幅となっています。このような状況において

は、さらなる雇用対策が求められるところです。 

 

◆労使間の退職時トラブル 

退職の際に労使間でトラブルが生じることがあります。最近

では、在職中に転職先を決めていたが、転職先の企業の経

営状況悪化などの理由により、提出した退職届を撤回したい

と申し出てくる労働者とのトラブルが発生することもあるようで

す。 

◆退職届を撤回できるかの判断 

退職届には、労働者側から一方的に労働契約を解消する

解約告知としての「退職届」と、労働契約の合意解約の申込

みとしての「退職願」の２つのケースがあります。前者の「退職

届」の場合、基本的に撤回することはできませんが、後者の

「退職願」の場合は、撤回できる場合があります。この「退職

願」の場合の退職の効果については、会社の承認や承諾によ

り発生するものとされ、会社の承認や承諾がなされて合意退

職が成立するまでの間は撤回ができるものと考えられていま

す。労働者が退職届を直属の上司に提出したものの、上司が

それを預かったまま人事部長など決定権のある人へ決裁を上

げていなかった場合についても、撤回できる可能性があります。

退職届を受け取った者が承認の権限を持つかどうか、そして、

それを正式に受け取ったのか、預かりで受け取ったのかが撤

回できるかどうかの決め手となります。 

◆トラブルを未然に防ぐためには 

労働者が退職届を提出した後、会社がそれを「承認された 

状態」なのか「預かりの状態」なのかを曖昧にしておくと、すで 

 

に新たな労働者の採用を決めていたケースなどで、労働者か

ら「退職届を撤回したい」と申出があった場合にトラブルに発

展する可能性があります。退職届を受け取った場合、会社とし

ては、承認や承諾をして合意退職が成立した時には、退職届

を受理し、『承認しました』という意味の通知書などを作成して

労働者に渡すことによって、退職届を撤回することはできない

と労働者に示すことができます。 

何事もトラブルが起こってから対応するのではなく、予測され

るトラブルを未然に回避する方策を考えておくことを、常に意

識しておきたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
１２月号でお知らせいたしておりますが、大滝人事労

務研究所では、能力開発セミナー、研修セミナー等を

実施するための教育組織として、LLP（有限責任事業

組合）の設立準備を進めています。経営労務コンサル

タント、特定社会保険労務士５人が集まってもっぱら

派遣会社におけるコンプライアンス、トラブル、メン

タルヘルス、社会保険手続の知識等のセミナーを専門

にやっていこうという組織です。派遣関係における労

働問題の社員研修は、私の顧問先会社でも定期的に行

なっていますが、私の専門外の分野においては、それ

の得意なプロが研修したほうがより効果的であると考

えています。組織の名称は「ネクスト・インターセク

ション」事務所は当分の間は大滝人事労務研究所池袋

事務所におきます。セミナー等の実施スケジュールに

ついては、来月以降の本事務所だより、ホームページ

等でお知らせいたしますので、皆様よろしくお願いい

たします。（大滝） 

 「インターセクション」を直訳すると交差点という

意味です。企業の管理者、派遣元、派遣先が「交差」

しながら「仕事をする」場面において守らなければな

らない法律、問題を解決するための知識を私たちの研

修に参加していただくことにより深め、より良い仕事

に結び付けていただけるように企画していきます。「ネ

クスト・インターセクション」は「働く」すべての人

たちがスキルアップしながら次のステージで、交わり、

関わりあう、「交差点」になりたい。そんな願いを込め

ました。これからの研修の企画にご期待ください。

（馬場）(^-^) 

■ 当事務所よりひとこと 

「退職届の撤回」をめぐるトラブル 


